
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３２５号 

  号 

「あしや砂像展 2018」 

出店者募集！ 

本年も 10/19（金）～11/4（日）の日程で「あしや砂像展 2018」

の開催が決定いたしました。商工会では、昨年に引き続き、開催期間中に

会場内での出店事業者を募集いたします。出店を希望される方は、下記の

期日までに商工会（☎222-2111 担当：吉岡、髙山）までご連絡くだ

さい。ご連絡いただいた事業者の方には、後日出店者説明会を開催し、詳

細をご案内いたします。 

 
出店可能日 平成 30年 10月 19日（金）～11月 4 日（日） 

募集店舗数 6 店舗程度（※移動販売車での販売は要相談） 

応募者多数の場合は抽選となる場合があります。 

出店料 なし。（※ただし別途、以下の「電気代」がかかります。） 

電気代 500 円/日×出店日数 

来場見込数 約 40,000 人（※期間合計の来場見込数） 

申込み締切/ 

申込み方法 

平成 30年 8 月 10 日（金）15：00 までに商工会まで 

電話等でご連絡ください。また所定の「申込書」が商工会

にありますので、後日商工会までご来館の上、申込書をご

提出ください。 

 

本年 8/13（月）～8/15（水）の３日間は、平日のお盆期間中となり

ますが、商工会は通常通り開館いたしておりますので、ご相談等がありま

したらお気軽にお立ち寄りください。 

なお、各種商品券の換金業務につきましては、 

お盆期間中はしておりませんのでご注意ください。 

お盆明けの換金日は 8/17（金）です。 

ご理解、ご協力のほど宜しくお願いいたします。 

 

小川知事が芦屋町を訪問されました！ 
小川知事が県内各地に出向き、さまざまな分野で活躍されている方と意見交換などを行う 「知事のふるさと訪問」で、去る 6 月 4 日（月）に芦

屋町を訪問され、町内の事業所や施設等を視察されました。また、視察終了後の懇談会では、各方面で活躍されている方々と懇談会も行われ、芦屋

町の地域活性化に向けた取り組みについて意見交換が行われました。また、懇談終了後には、昨年、航空自衛隊芦屋基地の協力を得て、本会「特産

品開発プロジェクト」で開発を行った、プレミアムシーフードカレー「琥珀の空」も試食いただきました。 

 

「あしや花火大会」開催時の 
通行許可証について  

恒例の“あしや花火大会”が下記の日時で開催されます。 

当日は交通規制が行われるため、配達等で通行をされる方は、“通行

許可証”が必要となります。このため、商工会においても通行許可証

の配布を行いますので、必要な方は商工会までご来館ください。 

 ※上記通行許可証は、商工会の他に、芦屋町産業観光課でも配布を

行います。通行許可証を持っていても通行できない時間帯等がありま

すので、記載されている注意事項をご確認お願いたします。 

 

 

 

日時：7 月 28 日（土） 

19：45～21：00 

   （※雨天順延はありません。） 

場所：遠賀川河口（芦屋橋上流） 
 

商工会は、お盆も休まず開館しております！ 

 

発行日 平成３０年７月２０日 

発行者 芦屋町商工会 

Tel  093-222-2111 

Fax 093-222-1201 

E-Mail:ashiya@shokokai.ne.jp 

http://www.ashiyashoko.com 

 

「1,000 円はしごの旅」 
開催のお知らせ 

今年度は新しい試みとして、芦屋町のお酒を提供する飲食店で食

べて飲んで楽しめるお得な「1,000 円はしごの旅」を開催します！ 

参加店舗（約 30 店舗を予定）の中からお好きな店舗を自由に選ん

で、新しいお気に入りのお店を発見しませんか？ 

チケットの購入は不要で、開催期間中にお店で「1,000 円はしごの

旅のメニューをください！」と言えば OK です。お店の特色が出た

サービスが受けられます♪ 
  

 
●開催期間 
 平成 30 年 9 月 1 日（土）～9 月 30 日（日）  
 ※期間中の開催日や時間は各店舗によって異なります 
●参加店舗 
 約 30 店舗（予定） 
●主催 
 芦屋町商工会料飲部会 

 

「第二蛭子丸」乗船 「琥珀の空」試食 

4.遠賀漁協芦屋支所 5.芦屋町役場 
（懇談会） 

当日の主な行程 

航空祭出店者募集！（再掲） 
6 月 22日付発行「ねっとわーく（号外）」でもお知らせしましたが、  

10 月 14日（日）の航空祭における出店希望者を追加公募します。  

基地からの正式な出店要請がまだ来ていないため、枠数等詳細（出店要

請があるかも含め）は未定ですが、出店を希望される方は、商工会に出

店申込書を提出してください（7 月 27 日締切）。  

（すでに届出を提出されている事業所は連絡不要です） 

 



 

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

女性部おもてなし交流事業 
武雄市視察研修について 

 

 

 

芦屋町商工会女性部では、６月１７日（日）～１８日（月）にかけて「おもて

なし交流事業」による先進地視察研修として武雄市商工会女性部を訪問しまし

た。本事業は、平成２４年から全国商工会女性部連合会が実施している事業で、

その地域で商売をし、生活している女性部員だからこそ知っている地域の魅力を

“おもてなしプラン”として、域内外に発信し人を呼び込むことにより商工業の

活性化に寄与することを目的としています。また全国の女性部同士が交流を図

り、“絆”を深めることで、新たなネットワークの構築も図っています。 

本会女性部では、平成２８年に芦屋町の歴史を 

テーマに、地域の強みを活かした体験型観光を盛り 

込んだ「おもてなしプラン」を完成させ、現在 

全国に向けて発信し受け入れを募集しております。 

武雄市商工会女性部での視察研修では、 

焼き物が有名な佐賀県ならではのランプシェード 

作りを体験してきました。その後、交流会にて 

お互いの女性部活動の紹介や意見交換を行いました。 

 

 

 

〜税理士による税の無料相談会開催のお知らせ〜 
配偶者控除・配偶者特別控除の見直しについて 

だごびーな記事 

 

人材育成、コスト管理等のマネジメントの向上や、設備投資等により、事業者の生産性を向上させるための計画「経営力向上計画」の作成支援を

本会で実施しております。本計画は、実質 2 枚程度の様式の中に、自社の現状認識や目標数値、経営力向上に係る具体的な取り組みなどを記載す

るもので、国（事業分野別の主務大臣）の認定を受けると、支援措置として対象設備を取得した場合の固定資産税の軽減措置（3 年間 1/2に軽減）

などの支援策を受けることが可能となります。申請をご検討される方は、商工会までご相談ください。 

 

 

  

 

★制度の概要★ 

詳細は、以下のキーワードで検索できます↓↓ 

「経営力向上計画」作成で稼ぐ力を強化しませんか？ 

 

国選択無形民俗文化財にも指定されている芦屋の初節句をお祝いする八朔行事 

が下記の日時で開催されます。 

日時： 9 月 1 日（土）～23 日（日） 

   10：00～17：00（※最終日は 15：00まで） 

会場：芦屋町中央公民館、芦屋釜の里（有料）、 

芦屋歴史の里（有料）、国民宿舎マリンテラスあしや 

芦屋町観光協会 
 
  

 

最低賃金・賃金引上げ等生産性向上に向けた支援事業 

「業務改善助成金」のご案内 
～最低賃金改定前に早めの申請を～ 

 
 企業の生産性向上に資する設備・器具の導入、経営コンサ

ルティングの実施などの業務改善を行うとともに、事業場内

の最低賃金（事業場内で最も低い時間給）を 30円以上または

40 円以上引き上げる中小企業・小規模事業者に対し、その業

務改善に要した経費の一部（7/10）を助成します。 

 

  

 

事業場内の 
最低賃金の 
引き上額 

引き上げる 

労働者の数 

助成上限額 助成対象 

事業場 

 

30 円以上 

1～3 人 50 万円 事業場内最低賃金

が 1,000 円未満

の事業場 

4～6 人 70 万円 

7 人以上 100 万円 

 

40 円以上 

 

1 人以上 

 

70 万円 

事業場内最低賃金

が 800 円以上

1,000 円未満の 

事業場 

 
  

 

【申請窓口】 

福岡労働局雇用環境・均等部企画課（☎092-411-4717） 

 

  

 

「福岡県働き方改革推進支援センター」のご案内 

～「働き方改革」に取り組む事業主の皆さまを支援します～ 
 
 

「働き方改革」全般について、様々なご相談を受け付けます。 

  

 

社会保険労務士等の専門家が無料でご相談に応じます。 
【相談窓口】☎0800-888-1699（フリーダイヤル） 

 

  

 

例えば・・・ 
・36 協定について詳しく知りたい 
・非正規の方の待遇をよくしたい 
・賃金引上げに活用できる国の支援制度を知りたい 
・助成金を利用したいが、利用できる助成金が分からない 等 
  

 

※平成 30 年 5 月 31 日現在、 

全国で 60,157 件が認定。 

うち福岡県は 1,997 件となっています。 

 

 

 

 

 

 ～税の無料相談日のお知らせ～ 

税に関する相談を下記の日時でお
受けいたします。ご相談は無料です。
事前にご予約をお願いいたします。 

◇日 時 : 8 月 6 日（月） 
8 月 16 日（木） 
8 月 27 日（月）   

    9 月 5 日（水） 
9 月 14 日（金） 
9 月 25 日（火） 

   ※時間はいずれも 
10 時～16時です。 
 

◇講 師 澤田 一弘先生 

  

 

 働き方が様々な面で多様化している

なか、働きたい人が就業調整を意識しな

くても済む仕組みを構築するために、配

偶者控除・配偶者特別控除が見直されま

した。配偶者特別控除について所得控除

額 38 万円の対象となる配偶者の収入

の上限が、150万円に引上げられます。

また、納税者本人には所得制限が設けら

れ、収入が 1,120 万円（合計所得 900

万円）を超える場合には、右記の表のと

おり控除額が低減・消失する仕組みにな

ります。平成 30 年分以後の所得税につ

いて適用されます。 

  

 

※老人配偶者控除についても、納税者本人の収入（所得）に応じて 
控除額が低減・消失する仕組みになります。 

 
  

 

配偶者の給与収入              （単位：万円） 

 

  

 

納
税
者
本
人
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給
与
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入
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合
計
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得
金
額
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